
 

 

高齢者等福祉施設における救急要請の指針 

(鳥栖・三養基地区版) 
 

      

鳥栖・三養基地区消防事務組合 



 

はじめに 

 

  鳥栖・三養基地区消防事務組合（以下「消防本部」）の救急出動件数は、増加の

一途をたどり、令和５年は、過去最高の６，４０１件、５，９８８人の方を医療機

関に搬送しており、そのうち、６５歳以上の高齢者が全体の６２．６％（３，７５

６人）を占めています。 

 

  消防本部では、心筋梗塞、脳卒中などの緊急度・重症度が高い傷病者のもとにい

ち早く救急車が到着できるよう、救急車の適正利用を呼び掛けていますが「手足が

しびれる・呂律がまわらない」、「激しい頭痛・胸痛」などの生命に危機が迫ってい

る症状がある場合は、迷わずに１１９番通報することもお願いしています。 

 

また、超高齢社会の進展により、高齢者等福祉施設などからの救急要請も増加し

ています。施設からの救急要請は、施設内での転倒・転落や発病に起因するものが

ありますが、もう少し注意していれば防ぐことができた事故も少なからず見受けら

れます。 

 

救急車の数は限られています。緊急度・重症度が高い傷病者のもとに一刻も早く

駆け付けられる救急出動体制の構築に努めてまいりますが、高齢者等福祉施設の管

理者、責任者の方には、救急要請の実情などを把握いただくとともに、心肺停止や

窒息などの緊急事態が発生した場合など緊急時の対応について改めて確認いただ

きますようお願いします。 

 

このガイドブックでは、高齢者福祉施設の入所者（利用者）で救急車が必要とな

った場合の対応、医療情報シートの活用、DNAR 意思表示などを掲載していますの

で、救急車要請の際にご活用いただけたら幸いです。 

 

 

消防本部 警防課救急室 

作成 令和６年１１月１日 
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１．救急車が必要になった場合の１１９通報要領について       

  １１９通報した場合は、施設の住所・名称を確実に伝えてください。 

同じような施設名があるため、消防本部では間違いがないよう注意して

います。 

 

  携帯電話などから可能な限り患者さんの近くから通報してください。 

患者さんの容態を聞き取り、応急手当をお願いすることがあります。 

※ハンズフリー操作を確認しておくと緊急時に役立ちます。 

 

  １１９通報後、救急隊から患者さんの状態を確認するため、連絡するこ

とがあります。救急隊が到着するまで通報した携帯電話を持っていてく

ださい。 

 

  １１９通報後に患者さんの状態に変化があった場合は、迷わずに、もう

一度１１９通報してください。 

 

  心肺停止や窒息など緊急を要する状態の場合は、心肺蘇生などの応急処

置を行ってください。 (別添資料参照) 

                       

※ かかりつけ医又は施設長への連絡体制構築が重要です。 

  

２．救急車を要請したときの搬送医療機関について          

  かかりつけ医師や協力病院がある場合は、救急車を要請する前など必要

に応じて連絡してください。 

 

  救急車を要請する際、搬送医療機関が決まっている場合や交渉している

場合は、１１９通報時又は現場に到着した救急隊に情報提供してくださ

い。 

 

 

【消防本部からのお願い】 

あらかじめ搬送医療機関が決まっている場合でも、患者さんの状態など

により、別の医療機関に搬送する場合もあります。 
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３．救急車が到着したときの施設職員の対応について         

  救急隊の誘導や玄関などの開錠をお願いします。 

 

  心肺蘇生などの応急処置は、救急隊が到着するまで続けてください。 

 

  救急隊に事故の状況や患者さんの情報を伝えてください。 

 

  医療機関への申し送りが必要となる場合があります。患者さんの状況が

わかる施設職員又は家族の救急車同乗をお願いします。 

 

  救急車に同乗する際は、看護・介護記録やカルテを準備してください。 

 

  患者さんの所有物（金品・補聴器など）は、施設関係者で管理してくだ

さい。 

 

  緊急事態が発生した場合の職員の役割を事前に分担しておくことが大切

です。 

４．救急車要請する際に有効な救急医療情報シート          

  入所者の緊急事態は、いつ起こるかわかりません。救急車要請時には、「救

急医療情報シート（別添）」を積極的に活用してください。 

  ※鳥栖・三養基地区消防事務組合のホームページにも掲載しています。 

                    

  「救急医療情報シート」は、事前に必要事項を記入しておくことで、救急

隊へ速やかに情報提供を行うことができます。 

 

  救急隊は、「救急医療情報シート」により必要な情報を得ることができ、

迅速かつ適切に医療機関に搬送することができます。 

 

【救急隊が必要な情報】                

 ・氏名、生年月日、住所 

  ・事故の発生状況（いつ・どこで・どうした・症状・バイタルなど） 

  ・治療中の病気 ・服薬 ・普段の生活レベル・かかりつけ病院 
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５．ＤＮＡＲ（蘇生処置をしないで）の意思表示について       

  患者さんや、その家族から DNAR の意思表示がある場合は、あらかじめ

かかりつけ医師や協力病院に急変した場合の対応を相談しておいてくだ

さい。 

 

【救急隊の対応】 

心肺停止状態で救急車を要請された際、「心肺蘇生をせずに病院に運 

んで欲しい」・「往診医師が到着するまで待って欲しい」など施設関係者 

や家族から要望される場合がありますが、救急隊は心肺蘇生などの救命 

処置を行い速やかに病院へ搬送する義務があることをご理解ください。 

 

かかりつけ医師の到着を待つ間、施設内で心肺蘇生を行うことは、 

患者さんにとって望ましい救命処置ではないことをご理解ください。 

 

 

 

  人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング） 

 

                 

 

入所者の方が、人生の終末期においてどのような意向をもっている 

か、家族やかかりつけ医と話し合う取組をお願いいたします。 

もしものときのために、入所者が望む医療やケアについて前もって 

考え、ご本人、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、日頃か 

ら共有しましょう。  

 

 

出典 厚生労働省 『人生会議』  (別添資料参照) 
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６． 施設内での予防救急について                 

  普段の生活に慣れている場所でも、小さな段差で転倒することがあり、 

高齢者は、単なる転倒でも骨折等を伴う重症となる場合もあります。 

 

  入所者の安全のために、施設内の段差や滑りやすい場所などを確認し、 

転倒・転落事故が起こらないよう予防対策をお願いします。 

 

  階段、ベッド、いすなどからの転落も重症となる事故原因の一つです。 

階段などには手すりを配置してください。ベッドには柵をつけてくださ

い。 

 

  高齢者は、もち、ゼリーなどにより誤嚥・窒息事故が発生しています。  

また、薬の包装などを誤って飲み込んだ事例もあります。食事中にむせる

などの状態になったときは、十分に注意してください。 

 

  高齢者は体温を下げるための体の反応が弱くなっており、気づかないう

ちに熱中症になる危険があります。エアコンや扇風機を上手に使い、のど

が渇かなくてもこまめに水分補給を行い、熱中症を予防しましょう。 

 

  冬場の室内外の急激な温度の変化による血圧の変動は、心臓に負担をか

け、心筋梗塞や脳卒中を起こしかねません。浴室や脱衣所のほか、廊下や

トイレなどの温度差を少なくする環境を作りましょう。 

 

  日頃から協力医療機関等との連絡を密にしておき、容体が変化したとき

に相談・受診できる体制を作っておきましょう。休日・夜間の救急搬送は、

日中よりも時間がかかることがあります。体調の変化や症状があるとき

は、悪化する前に早めに医療機関を受診しましょう。 

 

  事故防止に努めていても、緊急事態が起こらないとも限りません。いざと

いうときに慌てないために、職員の皆さまがどのように行動するか、  

休日・夜間など少ない人数で対応しなければいけない時も含めて検討を

お願いします。緊急時に対応する資器材（AED、救急バック等）の設置

状況についても事前に確認しましょう。 

 

 

                        (別添資料参照) 
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